
   上尾市工事成績評定要領  

平成２１年  ４月  １日  

市   長   決   裁  

（目的）  

第１条  この要領は、市が発注する工事の成績の評定（以下「評定」という。）

に関し必要な事項を定め、的確かつ公正な評価の実施を図り、もって受注

者の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。  

（評定の対象）  

第２条  評定の対象は、原則として１件の請負代金額が１３０万円を超える

請負工事とする。ただし、別表に示す工事については、評定を省略するこ

と又は簡易型にすることができる。  

（評定の内容）  

第３条  評定は、工事の施工状況、目的物の品質等を評価することにより、

これを行うものとする。  

（評定者）  

第４条  前条の評定を行う者（以下「評定者」という。）は、監督員、総括

監督員及び工事検査員とする。  

（評定方法）  

第５条  評定は、評定者ごとに独立して的確かつ公正に行うものとする。  

２  評定は、別に定める工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表及び施

工プロセス（以下これらを「運用表等」という。）に基づいて行い、当該

評定の結果は、工事成績評定表（第１号様式）及び細目別評定点採点表（第

２号様式）（以下これらを「評定表等」という。）に記録するものとする。  

３  受注者は、工事における工事特性、創意工夫、社会性等に関する実施状

況を第３号様式により工事完成通知書の提出と同時に、又はそれ以前に報

告することができる。  

４  前項の規定により報告された工事における工事特性、創意工夫、社会性

等に関する実施状況については、工事全般を通して特に優れた技術等を評

価するものとし、評定に適切に反映させるものとする。  

（評定表等の提出）  

第６条  監督員及び総括監督員が評定を行ったときは、評定表等とともに運

用表等を契約検査課長に提出しなければならない。  



（評定表等の保管）  

第７条  評定表等及び運用表等は、工事主管課及び契約検査課で保管するも

のとする。  

（評定結果の通知、公表及び修正）  

第８条  市が発注する工事の評定の結果の受注者に対する通知、公表及び修

正については、別に定める。  

（その他 ) 

第９条  この要領に定めるもののほか、評定に関し必要な事項は、別に定め

る。  

附  則  

この要領は、決裁の日から施行する。  

   附  則（平成２６年７月１４日市長決裁）  

 この要領は、決裁の日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表（第２条関係） 

１ 評定を省略することができる工事 

 工   事 工事内容等 

１ １件１３０万円以下の工事  

２ 単価請負契約工事  

３ 解体・撤去工事  

４ 設置・取付工事 防球ネット、家具、フェンス、モニ

ュメント、側溝蓋、マンホール等で

二次製品的な取付け又は設置をする

もの 

５ 機器設置工事 パッケージ等の設置 

６ 道路標識等の設置工事 カーブミラー、区画線等 

７ 街路灯設置工事 道路照明、防犯灯等 

８ 植栽及び芝張り工事  

９ 浚渫
しゅんせつ

、土砂等の運搬工事  

１０ その他上記に類するもので契約検査課長が評定をする必要がないと認

めたもの 

２ 評定を簡易型にすることができる工事 

 工   事 工事内容等 

１ １件５００万円未満の工事  

２ 各種修繕工事 軽微な修繕及び維持管理の工事 

３ 改修工事 防水、建具、内外装、塗装等で部分

的に修繕するもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



第３号様式（第５条関係） 

  年  月  日   

工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況について 

 

 

工 事 名 

 

 

 

工事場所  

工  期  

請負代金額  

受 注 者  

実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


